
教職員と児童生徒および保護者との

連絡手段について

このきまりはなぜあるの？

学校と児童生徒及び保護者とが

安心して連絡できるようにするため

してはいけないこと

学校の電話や学校で決められた

サービスに限ります

（緊急時などの例外もあります）

使える連絡手段は？

相談があるときは？

連絡の内容は？

授業や児童生徒のこと、学校からの

お知らせ、PTA活動などです
（個人的な連絡はできません）

みんなで守るルールです

個人の電話番号やメールアドレスの

交換、SNSでのやりとりはできません

先生たちは学校で直接会ってお話を

聞きます

お互いを大切に、気持ちよく過ごす

ためのルールです

北海道真駒内養護学校（校内規定の概要：児童生徒・保護者用）
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